
「医療費通知」は、被保険者の皆様と健康保険組合が

医療機関に支払った医療費等をお知らせするものです。

9月１７日（火）閲覧開始

WEB医療費通知を見てみよう！



2021.1月～紙の医療費通知を収束し、パソコン・
スマートフォンで確認できるweb形式に変更となりました！

《医療費通知書》

収 束



■閲覧時期

確認できる診療月 閲覧いただける期間

６月診療分まで ９月中旬ごろ～１０月末日

１０月診療分まで １月中旬頃～３月末日

１１月診療分まで ２月中旬頃～３月末日

みなさんが病院にかかったときの医療費は、いくらかかっているのでしょうか。
本人、ご家族の外来、入院いずれも医療費の原則3割を窓口で支払うだけですので、
医療費がいくらだったのか、意識しにくいしくみになっています。

そこで、健康保険組合では、みなさんが支払った医療費に間違いがないかを確認いただくため、
「医療費通知」を作成し、ホームページより、受診された医療費を確認いただけるようにしています。

※医療費通知のＷＥＢでの参照は令和２年１月診療分より可能



✓ 受診した覚えがない病院などの記載はありませんか？

✓ 病院の窓口で支払った額と記載金額が異なっていませんか？

✓ 診療日数・医療費総額・自己負担額など、内容をご確認ください。

✓ 公費（医療費助成）を受けている方は、「国・市町村が支払った額」欄に

医療費が印字されているかご確認ください。

【ご注意ください！】



■閲覧方法①



■閲覧方法②



保険証の記号（４桁）

保険証の番号（７桁）

保険証の右下に印字の番号（９桁）※初回ログイン後、パスワード変更が必要

パスワードロックがかかってしまった場合

→パスワードを初期化させていただきます

氏名（フルネーム）、保険証記号番号を
日本生命健康保険組合E-メールアドレス
kenpo@nissay.co.jp へ送信ください

■閲覧方法③

＜注意＞パスワードは全員初期化しています

①

②

③

mailto:kenpo@nissay.co.jp


■閲覧方法④



■閲覧方法⑤



■閲覧方法⑥

「診療年月」はココ



乳幼児、一人親家庭、重度身体障害者などに該当し、

市区町村より公費（医療費助成）を受けている方で公費（医療費助成）の

受給開始・変更・終了がある場合は、健康保険組合へ連絡が必要です。

医療費の自己負担額の免除または軽減の届け出がない場合、

後日、医療費の精算（戻入）が発生する可能性があります。

また、終了の届け出がない場合、高額療養費、一部負担還元金等の給付が

受けられない場合がありますのでご注意ください。

✓内容について不審な点や疑問がありましたら、健康保険組合へご連絡ください。

✓公費（医療費助成）を受けている方

受診した覚えがない病院などの記載はありませんでしたか？



医療費は、窓口で支払った自己負担だけでなく、

被保険者のみなさまからいただいた「保険料」からも

医療機関に支払われています。

受診した覚えがない病院などの記載がないか

ご確認いただき、不審な点や疑問がありましたら

健康保険組合へご連絡ください。



日本生命健康保険組合


